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令
和
６
年
３
月
１
日
（
金
）
に
、次

の
通
り
県
外
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

目

的
特
定
非
営
利
活
動
法
人
亀
っ
子
サ

ポ
ー
ト
と
不
登
校
の
親
の
会
で
ん

で
ん
が
連
携
し
て
、不
登
校
や
引
き

こ
も
り
に
対
す
る
事
業
の
先
進
地

域
を
訪
れ
、研
修
を
深
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、本
会
事
業
の
向
上
に
資
す

る
と
と
も
に
親
睦
を
図
る
。
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研
修
設
定
の
理
由

・現
在
、亀
山
市
は
国
の
重
層
的
支

援
体
制
整
備
事
業
を
受
託
し
、亀

山
市
社
会
福
祉
協
議
会
と
協
働

し
て
、体
制
の
整
備
を
急
い
で
い
る

が
、子
ど
も
が
関
わ
っ
て
い
る
参
加

支
援
の
実
例
が
あ
れ
ば
お
聞
き
し

た
い
。

・不
登
校
に
は
様
々
な
要
因
が
あ
る

が
、生
活
困
窮
や
大
人
の
課
題
を

抱
え
て
不
登
校
に
な
っ
て
い
る
子

ど
も
に
対
し
て
、本
会
の
子
ど
も

居
場
所
事
業
は
、ど
の
よ
う
に
展

開
で
き
る
の
か
を
模
索
し
て
お
り
、

ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
。

研
修
内
容

・不
登
校
児
童
の
た
め
の
寄
宿
施

設
で
あ
る
「
子
ど
も
自
立
の
郷

「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
ス
ク
ー
ル
こ
こ

か
ら
」
を
訪
ね
、自
然
環
境
や
様
々

な
体
験
活
動
等
を
知
る
と
と
も

に
、設
立
理
念
を
学
ぶ
。

・長
濵
市
社
会
福
祉
協
議
会
を
訪

ね
、長
浜
市
の
不
登
校
・ひ
き
こ
も

り
の
現
状
と
課
題
、参
加
支
援
事

業
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
学
ぶ

・亀
山
市
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

支
援
が
可
能
か
を
考
え
る
き
っ
か

け
と
す
る
。

県
外
研
修
を
実
施
し
ま
す

亀山市総合保健福祉センターで、２月７日
（水）15:00～17:00の時間を使って、「子
どもの育ちに関する研修会」が開催されまし
た。内容は、学校の先生を対象にした生徒
指導や教育相談に関するものでしたが、文
部科学省が出している生徒指導提要（要
領を提示すること。要点を示すこと。また、そ
の文書）を読み解くわかりやすい内容でした。
不登校に関する指針（考え方）の変遷や
子どもを主体とした教育を進める時、行政、
教育委員会、学校、保護者等は、どのように
考えて行動すべきかを問うものでした。
基本指針の変遷
昭和30年代半ばから昭和６０年代
…「学校恐怖症」から「登校拒否」へ
平成 28 年には「義務教育の段階におけ
る普通教育に相当する教育の機会の確保
等に関する法律」が成立。
平成29年には、「義務教育の段階におけ
る普通教育に相当する教育の機会の確保
等に関する基本指針」が策定。
確保法では、不登校の要因や背景として、
本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複
雑に絡み合っている場合が多く、更にその
背後には、社会における「学びの場」として

の学校の相対的な位置付けの低下、学校に
対する保護者・児童生徒自身の意識の変
化等、社会全体の変化が少なからず影響し
ていることが指摘されました。
さらに、児童生徒の多様で適切な教育機
会の確保が再確認されたことも、この法律
の大きな柱となっています。

不登校対応の重層的支援構造モデル
生徒指導の種類の中では、「困難課題対
応的生徒指導」という深刻な課題を抱かえ
る児童生徒を、関係機関〈教育・医療・福祉・
NPO法人等）と連携して組織的に対応する
ことが明記されています。（図は、生徒指導
提要を基に堺市が作成したものです）

「子どもの育ちに関する研修会」に参加しました


